
有限責任中間法人の一般社団法人への移行に伴う 

法人二税の届出等について 
平成 21 年 2月 

東京都主税局 

 
公益法人制度改革の一環として、平成 20 年 12 月 1 日に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

（以下「一般社団・財団法人法」といいます。）が施行され、中間法人法が廃止されました。これによ

り、平成 20 年 12 月 1 日をもって、有限責任中間法人は、一般社団法人となりました。 

一般社団法人となった有限責任中間法人（以下「旧有限責任中間法人」といいます。）は、平成 20 年

12 月 1 日の属する事業年度が終了した後、最初に招集される定時社員総会の終結までに、その名称に「一

般社団法人」という文字を使用する旨の定款の変更を行い、名称変更の登記を行う必要があります。 

このことに伴う都税事務所・支庁（島しょ）への届出や法人事業税・都民税及び地方法人特別税の申

告の概要は以下のとおりです。 

 

◆ 異動届出書の提出が必要な異動事項（記載例は裏面を参照してください。） 

（１）名称変更の登記を行った場合（添付書類：登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の写し） 

（２）法人税法上の非営利型法人となった場合（添付書類：税務署へ提出した届出書の写し） 

平成 20 年 12 月 1 日以後、法人税法上の非営利型法人となった場合は、法人税法上の区分が普通

法人から公益法人等に変更になります。 

※ 非営利型法人に該当せず、法人税法上の区分が普通法人のままである場合は、名称変更の登記を

行うまで、異動届出書の提出は不要です。 

 

◆ 非営利型法人となった場合のみなし事業年度と申告方法について 

 旧有限責任中間法人が、平成 20 年 12 月 1 日以後、非営利型法人となった場合は、事業年度が以下の

ように区分されます。（法人税法第 14 条第 22 号、法人税法基本通達経過的取扱い（２）（平 20.7.2 法課 2－5）） 

（１）定款で定めた事業年度開始の日から、非営利型法人となった日の前日までの期間 

（２）非営利型法人となった日から、定款で定めた事業年度終了までの期間 

 

（例）・事業年度 20.1.1～20.12.31 

・非営利型法人となった日 20.12.1 

 

ア．非営利型法人 

  収益事業を行う場合 

 

 

イ．非営利型法人 

  収益事業を行わない場合 

 

 

 

 

 

（参考）非営利型法人に 

該当しない場合 

  

①20.1.1～20.11.30 
②20.12.1～20.12.31 について 
それぞれ事業年度終了から2ヶ月

以内に第6号様式で申告納付 

21.3.31 20.4.１ 

※一般社団法人へ移行したことにより、事業年度が区切れることはありません。

20.１.１ 20.11.30 

①20.１.１～20.11.30について 

事業年度終了から2ヶ月以内に 

第 6 号様式で申告納付 

②20.4.1～21.3.31について 

21.4.30までに第11号様式で申告納付 

※均等割は12.1～3.31分となる 

20.１.１ 

①20.１.１～20.12.31について 

事業年度終了から2ヶ月以内に 

第 6 号様式で申告納付 

20.12.31 

20.1.１ 20.11.30  20.12.1  20.12.31 
① ② 

① 

② 

① 



◆異動届出書の記載例 （名称及び法人区分の変更を届け出る場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊東京都主税局ホームページから、申告書・届出書等の様式がダウンロードできます。 

（http://www.tax.metro.tokyo.jp/） 

ご不明な点がございましたら、所管都税事務所の法人事業税係までお問い合わせください。 
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　次の事項について異動した

ので届け出ます。

〒163－8001

一般社団法人　　都庁会

※整理番号
（事業開始等申告書　　その２）

いっぱんしゃだんほうじん

事業年度

とちょうかい　　　
提出法人

とちょう　たろう

新宿区西新宿2－8－1

法　人　名

（フ リ ガ ナ）

新宿

平 成 21 年 2 月 2 日

都 税 事 務 所 長
支 庁 長

電話 （０３） ５３２１ －１１１１
〒

殿

都庁　太郎

納　税　地

（フ リ ガ ナ）

代表者氏名

電話　（　　　　）　　　　　－
　　　　同上

電話 （03）　5388 －　2924

資本金等の額

資本金又は

出資金の額

事業の種類

ビル名等

業 年 度 か ら

業 年 度 か ら

　人　　

異 動 届 出 書

学術

代表者連絡先

□
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法

人

と

な

る

法

人
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連
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子

法
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連
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な

る

法

人

□

連

結

親

法

人

□

単

体

法

人

本店又は主たる

事務所の所在地

（至）　１２月　31日

月間

月間

〒

電話　（　　　　）　　　　　－

0円

の 事

の 事

従業者総数 ２０人　 市内従業者数

 ・ 　　・
 ・ 　　・
 ・ 　　・

申告期限の延長の

処分（承認）の有無
0円

及び科学技術
の振興

□本店所在地

□代表者住所

□その他

送付先・連絡先

（自）　　１月　1日　　　

事業税

住民税

 ・ 　　・

1

2

3

4 分割計画書又は分割契約書の写し

（記載不要）

旧の本店等は、事務所・事業所として　（存続・廃止）　する。

異動年月日

　・　 　　・

異　　動　　後

（　　　 ・　　　・　　　）
　　　　税務署 　　　税務署

収益事業　無

□

合併契約書の写し
部証明書又は履歴事項一部証明書）

登 記簿 謄本 又は 抄本 （履 歴事 項全

異動事項等

□非分割法人（当該区市町村のみの法人）

□分社型分割　　：□適格　　□その他
合併・分割の場合 合併
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定款等の写し

所轄税務署

税理士署名押印 東　京　　一　郎

法人区分の変更 普通法人 非営利型法人
20・12 ・1

適格合併　□非適格合併 分割

異　　動　　前

　

　

（
国

（ 　　・ 　　・）

添

付

書

類

届出内容に該当する□にチェックしてください。

名称の変更 有限責任中間法人　都庁会 一般社団法人　都庁会

□当該区市町村の事務所等が支店で複数の区市

町村に事務所等をもつ法人

□当該区市町村の事務所等が本店で複数の区市

町村に事務所等をもつ法人

支

店

・

出

張

所

・

工

場

等

20・12 ・ 1
（ ２0・ 12・15）

関与税理士 氏名
〒192-○○○○　八王子市明神町3-19-2
電話 （042） 644 －　△△△△

東京　一郎 事務所所在地

名　　　称 所　　在　　地

（注）本店所在地の変更の場合（いずれかに○)

事業年度を変更した場合 平成　

適格　

　・　 　　・

　年　　月　　日

　□その他

変更後最初の事業年度：　（自）平成　　年　　月　　日　～　（至）

□分割型分割　　：□

付

印

印

受

レ

レ

「異動前」欄に変更前の法人名を、「異動後」欄に変更後の法

人名を記載し、「異動年月日」欄の上段に変更年月日、下段に

法務局の登記年月日を記載してください。 

「異動前」欄に「普通法人」、「異動後」欄に「非営利型法人」

と記載し、「異動年月日」欄に非営利型法人になった年月日を

記載してください。 

非営利型法人へ法人区分が変更

となった場合に、収益事業の有

無を記載してください。 

レ

印
印

http://www.tax.metro.tokyo.jp/

